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間
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は
な
く
、
「
仕
事
の
成
果
」
に
よ
る
評
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が
広
く
普
及
し
て

さ
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な
く
、
「
仕
事
の
成
果
」
に
よ
る
評
価
が
広
く
普
及
し
て
き
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。
こ
の

き
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こ
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さ
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暇
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著
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。
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働
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極
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１
．は
じ
め
に 

 

　 
 

現
在
の
日
本
の
労
働
者
の
労
働
時
間
は
、

二
極
化
し
つ
つ
あ
る
。
一
方
で
週
三
五
時
間

未
満
の
者
が
増
加
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

他
方
で
は
週
六
〇
時
間
以
上
の
者
が
増
加
し

て
い
る（
総
務
省「
労
働
力
調
査
」）。
こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
正
社
員
」
が
減
少
し
、「
非
正
社

員
」
特
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
大
幅
な

増
加
と
関
連
が
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
は
、

特
に
男
性
の
二
五
〜
二
九
歳
層
か
ら
四
〇
〜

四
四
歳
層
で
は
、
全
体
の
二
〇
％
を
超
え
る

雇
用
者
が
週
に
六
〇
時
間
以
上
働
い
て
い
る
。

週
に
「
六
〇
時
間
以
上
」
で
あ
る
か
ら
、
法

定
労
働
時
間
の
四
〇
時
間
を
週
に
二
〇
時
間

以
上
も
超
過
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
し
単
純
に
四
倍
す
れ
ば
、
月
当
た
り
で
は

特 集 特 集 
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法
定
労
働
時
間
を
八
〇
時
間
以
上
超
過
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
月
当
た

り
八
〇
時
間
以
上
と
い
う
超
過
労
働
時
間
は
、

現
在
の
「
過
労
死
」
認
定
の
基
準
の
一
つ
で

あ
る
、
直
前
一
カ
月
間
に
一
〇
〇
時
間
以
上
、

二
〜
六
カ
月
間
に
八
〇
時
間
以
上
の
時
間
外

労
働
が
あ
っ
た
か
と
い
う
労
働
時
間
と
同
等

の
水
準
で
あ
る
。
し
か
も
法
定
労
働
時
間
を

超
え
た
こ
の
時
間
の
中
に
は
、
時
間
外
労
働

に
対
す
る
法
定
の
割
増
賃
金
が
支
給
さ
れ
る

べ
き
時
間
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
支
給

さ
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
不
払
い
労
働

時
間
」
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（
詳

細
は
次
稿
参
照
）。 

　
そ
こ
で
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
で
は
、

日
本
全
国
三
〇
〇
〇
人
を
対
象
と
し
た
大
規

模
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査（「
労
働
時
間
の
実
態

と
意
識
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」）を
実

施
し
、
日
本
の
労
働
者
の
長
時
間
労
働
・
不

払
い
労
働
時
間
の
実
態
を
調
査
し
、
長
時
間

労
働
が
労
働
者
の
健
康
や
意
識
に
与
え
る
影

響
の
程
度
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
労
働
者
に
不

払
い
労
働
時
間
が
生
じ
て
い
る
の
か
な
ど
に

つ
い
て
調
べ
た
。 

　
本
稿
で
は
、
「
就
業
規
則
等
で
決
め
ら
れ

た
所
定
労
働
時
間
を
超
え
て
働
い
た
労
働
時

間
」（
超
過
労
働
時
間
）（
１
）を
取
り
上
げ
、
超

過
労
働
を
行
っ
た
理
由
と
超
過
労
働
に
よ
る

心
身
へ
の
影
響
（
疲
労
）
が
、
超
過
労
働
時

間
の
推
移
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、

そ
の
特
徴
を
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
を
中
心
に
職

種
別
に
検
討
す
る
。 

　
一
九
八
〇
年
代
に
技
術
革
新
（
Ｍ
Ｅ
化
）

に
よ
っ
て
労
働
・
職
場
環
境
の
変
化
が
生
じ
、

そ
れ
が
労
働
者
の
心
身
と
健
康
に
影
響
を
与

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
「
テ
ク
ノ
ス
ト
レ

ス
論
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
は
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
を
上
手
く
使
え
な
い
と
い
う
不
安
か
ら

来
る
も
の
と
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
技
術
者
な
ど

が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
の
め
り
こ
ん
で
長
時
間

働
い
て
し
ま
う
と
い
う
、
一
種
の
中
毒
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ス
の
増
大
に

つ
い
て
山
崎
（
一
九
九
二
）
は
、
「
過
重
な

ジ
ョ
ブ
・
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
長
時
間
過
密
労

働
の
慢
性
化
な
い
し
、
頻
繁
な
出
現
」
あ
る

い
は
「
職
務
要
請
・
圧
力
な
い
し
巻
き
込
み

圧
力
の
強
ま
り
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

む
し
ろ
「
ノ
ル
マ
ス
ト
レ
ス
」
と
呼
ぶ
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
月

間
の
超
過
労
働
時
間
が
五
〇
時
間
を
超
え
る

よ
う
な
「
超
長
時
間
労
働
」
の
発
生
に
つ
い

て
は
、
日
本
人
の
長
時
間
労
働
の
要
因
と
し

て
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
勤
勉
性
や
集
団
主

義
的
傾
向
で
は
十
分
に
説
明
で
き
な
い
と
し
、

労
働
時
間
短
縮
に
は
「
職
務
要
請
・
巻
き
込

み
圧
力
」
の
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。

「
超
長
時
間
労
働
」
は
「
職
務
要
請
・
巻
き

込
み
圧
力
」
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
と
い
う

の
が
山
崎
の
主
張
で
あ
る
。 

　
本
稿
で
も
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
よ

り
長
時
間
の
超
過
労
働
は
、
労
働
者
の
自
発

性
な
ど
で
は
な
く
、
職
務
要
請
や
圧
力
の
強

ま
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。 

  

　
２
．職
種
別
に
見
た 

　
　 

超
過
労
働
時
間 

 

　 
 

図
１
は
、
一
カ
月
の
超
過
労
働
時
間
を
二

〇
時
間
ご
と
に
区
切
っ
た
割
合
の
分
布
を
、

職
種
別
（
２
）に
分
け
て
見
た
も
の
で
あ
る
。

全
体
で
は
、
四
〇
時
間
を
超
え
る
の
が
二
九
・

九
％
、
八
〇
時
間
以
上
は
九
・
四
％
、
一
〇

〇
時
間
以
上
は
五
・
七
％
と
な
っ
た（
平
均

値
は
三
一
・
六
時
間
）。 

 
職
種
別
で
は
、
最
も
平
均
値
が
高
い
の
が

「
事
務
系
・
技
術
系
専
門
職
」（
三
九
・
二
時

間
）
で
、
「
医
療
・
教
育
関
係
の
専
門
職
」

（
三
七
・
八
時
間
）
や
「
営
業
販
売
、
接
客
」

（
三
六
・
四
時
間
）
が
そ
れ
に
次
い
で
高
い
。

超
過
労
働
時
間
の
割
合
の
分
布
で
は
、
八
〇

時
間
以
上
の
割
合
で
「
医
療
・
教
育
関
係
の

専
門
職
」
が
一
三
・
三
％
、
「
営
業
販
売
、

接
客
」
が
一
二
・
八
％
、
「
事
務
系
・
技
術

系
専
門
職
」
が
一
二
・
二
％
と
、
他
の
職
種

よ
り
も
少
し
高
い
。
逆
に
、
最
も
短
い
の
は

「
総
務
・
一
般
事
務
等
」
で
あ
る
。 

    

３

．超
過
労
働
の
理
由 

 

　
超
過
労
働
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
お
い
て

行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
調
査
で
も
そ

の
理
由
に
つ
い
て
た
ず
ね
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
そ
の
中
で
も
回
答
の
多
か
っ
た
五
つ
の

項
目
を
取
り
上
げ
（
３
）、
職
種
別
に
超
過
労

働
時
間
に
よ
る
推
移
を
見
る（
表
１
）。 

　
ま
ず
、
「
最
近
の
人
員
削
減
に
よ
り
、
人

手
不
足
だ
か
ら
」
は
、
割
合
の
分
布
は
職
種

に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
「
総
務
・

一
般
事
務
等
」
は
超
過
労
働
時
間
の
増
加
と

と
も
に
割
合
も
増
え
、
「
六
〇
時
間
以
上
」

で
は
六
一
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
事
務
部

門
は
人
員
削
減
で
最
も
影
響
を
受
け
た
部
署

で
あ
る
と
思
わ
れ
、
派
遣
社
員
な
ど
非
正
規

職
員
で
人
員
を
補
っ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
に

よ
る
し
わ
寄
せ
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。 

　
「
所
定
労
働
時
間
内
で
は
片
づ
か
な
い
仕

事
量
だ
か
ら
」
は
、
す
べ
て
の
項
目
の
中
で

最
も
回
答
の
割
合
が
高
く
、
二
〇
時
間
以
上

で
は
、
す
べ
て
の
職
種
に
つ
い
て
五
〇
％
を

超
え
て
い
る
。
超
過
労
働
時
間
が
一
日
の
平

均
で
約
一
時
間
を
境
に
し
て
、
仕
事
量
に
対

す
る
負
担
感
が
増
す
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ

れ
る
。
特
に
「
医
療
・
教
育
関
係
の
専
門
職
」

の
割
合
が
高
い
。 

　
「
仕
事
の
性
格
上
、
所
定
外
で
な
い
と
で

き
な
い
仕
事
が
あ
る
か
ら
」
に
つ
い
て
は
、

「
医
療
・
教
育
関
係
の
専
門
職
」
の
割
合
が

高
く
、
対
人
専
門
職
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
ま
た
、
「
営
業
・
販
売
、
接
客
サ
ー

ビ
ス
」
も
比
較
的
割
合
が
高
い
が
、
顧
客
の 
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都
合
に
あ
わ
せ
て
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
対
人
専
門
職
と
通
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
「
製
造
・
生
産
関
連
」
の
割
合
が

高
い
の
は
、
納
期
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。 

　
「
納
期
に
間
に
合
わ
せ
な
い
と
い
け
な
い

か
ら
」
に
つ
い
て
は
、
「
製
造
・
生
産
関
連
」

が
超
過
労
働
時
間
の
長
短
に
関
わ
ら
ず
三
割

程
度
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
職
種
は
仕
事

の
性
質
か
ら
納
期
と
の
関
連
が
薄
い
た
め
か
、

割
合
が
低
い
。
た
だ
、
「
事
務
系
・
技
術
系

専
門
職
」
に
つ
い
て
は
「
六
〇
時
間
以
上
」

で
割
合
が
比
較
的
高
く
、
冒
頭
で
紹
介
し
た

山
崎
の
議
論
（
「
ノ
ル
マ
ス
ト
レ
ス
」
）
を

支
持
す
る
よ
う
な
結
果
と
言
え
る
。 

　
「
自
分
の
仕
事
を
き
ち
ん
と
仕
上
げ
た
い

か
ら
」
は
、
与
え
ら
れ
た
仕
事
に
対
し
て
自

発
的
に
超
過
労
働
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
割
合
の
水
準
は
比
較
的
高
い
も

の
の（
特
に「
医
療
・
教
育
関
係
の
専
門
職
」）、

「
製
造
・
生
産
関
連
」
以
外
（
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
）
は
六
〇
時
間
を
超
え
る
と
仕
事
量
と

は
逆
に
割
合
が
低
く
な
る
。
こ
れ
も
山
崎
の

議
論
を
支
持
す
る
よ
う
な
結
果
で
あ
る
。 

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
医
療
・
教
育
関
係
の

専
門
職
」
な
ど
職
種
に
よ
っ
て
独
自
の
傾
向

も
見
ら
れ
た
が
、
超
過
労
働
の
理
由
と
し
て

最
も
大
き
い
の
は
仕
事
の
量
で
あ
り
、
特
に

六
〇
時
間
を
超
え
る
よ
う
な
水
準
で
は
、
自

発
的
な
理
由
の
割
合
も
減
少
す
る
。 

    

４

．超
過
労
働
の
影
響 

 

　
次
に
、
超
過
労
働
が
労
働
者
に
ど
の
よ
う

な
影
響
が
与
え
て
い
る
の
か
を
、
仕
事
に
よ

る
負
担
感
あ
る
い
は
疲
労
感
に
関
す
る
三
つ

の
設
問
に
よ
っ
て
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
の
設

問
は
、
調
査
票
で
は
「
い
つ
も
そ
う
だ
」、

「
し
ば
し
ば
あ
る
」、「
と
き
ど
き
あ
る
」、

「
ほ
と
ん
ど
な
い
」
の
四
つ
の
選
択
肢
で
回

答
す
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

「
い
つ
も
そ
う
だ
」
と
「
し
ば
し
ば
あ
る
」

の
割
合
を
あ
わ
せ
た
も
の
を
使
用
す
る
。 

　
一
つ
目
の
「
仕
事
が
次
々
に
出
て
き
て
一

度
に
多
く
の
業
務
を
処
理
す
る
」
は
、
す
べ

て
の
職
種
に
つ
い
て
超
過
労
働
時
間
が
一
時

間
以
上
で
既
に
五
割
程
度
と
な
っ
て
お
り
、

時
間
の
増
加
と
と
も
に
割
合
も
総
じ
て
高
く

な
っ
て
い
る
。
表
１
の
超
過
労
働
の
理
由
と

し
て
仕
事
量
を
選
択
し
た
割
合
は
、
二
〇
時

間
を
超
え
る
と
こ
ろ
で
割
合
の
伸
び
が
大
き

く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
職
種
に
よ
っ

て
傾
向
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、
仕
事

量
に
対
す
る
負
担
感
の
高
さ
が
明
確
に
示
さ

れ
て
い
る
。 

　
二
つ
目
の
「
一
日
の
仕
事
で
疲
れ
退
社
後

何
も
や
る
気
に
な
れ
な
い
」
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
身
体
的
な
疲
労
感
に
関
わ
る
項
目

で
あ
る
が
、「
医
療
・
教
育
関
係
の
専
門
職
」

の
割
合
が
「
四
〇
〜
五
九
時
間
」
で
少
し
下

が
る
も
の
の
一
貫
し
て
高
い
。
対
人
専
門
職

は
、
い
わ
ゆ
る
燃
え
つ
き
状
態
に
陥
り
や
す

い
職
種
と
言
わ
れ
て
お
り
（
４
）、
表
１
の
仕

事
量
や
仕
事
の
性
格
に
関
す
る
理
由
の
割
合

が
高
か
っ
た
が
、
心
身
に
か
か
る
負
担
も
大

き
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
「
六
〇
時
間
以

上
」
で
は
、
い
ず
れ
の
職
種
で
も
六
割
を
超

え
て
い
る
。 

　
三
つ
目
の
「
会
社
を
離
れ
て
も
仕
事
の
こ

と
が
頭
か
ら
離
れ
ず
、
気
持
ち
が
仕
事
か
ら

解
放
さ
れ
な
い
」
に
関
し
て
は
、
「
総
務
・

一
般
事
務
等
」
や
「
営
業
販
売
、
接
客
」
そ

し
て
「
事
務
系
・
技
術
系
専
門
職
」
に
つ
い

て
四
〇
時
間
を
超
え
る
と
こ
ろ
で
割
合
の
伸

び
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
「
六
〇
時
間
以

上
」
で
は
、
「
製
造
・
生
産
関
連
」
を
除
い

て
六
割
を
超
え
て
い
る
。
「
製
造
・
生
産
関

連
」
は
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
に
比
べ
て
仕
事

に
対
す
る
精
神
的
な
巻
き
込
ま
れ
度
が
あ
ま

り
強
く
な
い
よ
う
だ
。 

　
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
調
査
で
は
会
社

に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
た
ず
ね
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
参
考
ま
で
に
職
種
別
の
傾
向
を
確
認

し
て
お
く
。 

　
表
３
を
見
る
と
、
職
種
間
で
あ
ま
り
大
き

な
差
は
見
ら
れ
な
い
が
、
「
製
造
・
生
産
関

連
」
は
、
「
業
績
を
上
げ
会
社
の
た
め
に
尽

力
し
認
め
ら
れ
た
い
」（
以
下
、「
尽
力
し
認
め

ら
れ
た
い
」
）で
最
も
割
合
が
低
く
、「
生
活

や
自
分
の
人
生
の
た
め
で
あ
り
特
に
思
い
入

れ
は
な
い
」（
以
下
、「
特
に
思
い
入
れ
は
な
い
」）

の
割
合
が
最
も
高
い
。
他
の
職
種
に
比
べ
て
、
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前
述
し
た
仕
事
に
対
す
る
巻
き
込
ま
れ
度
が

低
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
「
特
に
思
い
入

れ
は
な
い
」
に
つ
い
て
は
、
「
営
業
販
売
、

接
客
」
の
割
合
も
高
い
が
、
「
営
業
販
売
、

接
客
」
は
「
尽
力
し
認
め
ら
れ
た
い
」
の
割

合
も
高
く
、
二
極
化
し
て
い
る
（
５
）。
「
総

務
・
一
般
事
務
等
」
は
「
無
難
に
勤
め
て
人

並
み
に
会
社
の
た
め
に
な
ろ
う
と
思
う
」（
以

下
、「
人
並
み
に
会
社
の
た
め
に
な
る
」）の
割

合
が
高
い
（
６
）
。 

　
巻
き
込
ま
れ
度
が
高
い
ケ
ー
ス
を
山
崎
は

「
過
剰
適
応
」
タ
イ
プ
と
呼
び
、
調
査
デ
ー

タ
で
も
「
過
剰
適
応
」
タ
イ
プ
の
存
在
の
確

認
を
試
み
た
が
、
明
確
な
傾
向
は
得
ら
れ
な

か
っ
た
（
７
）
。 

 
   

５

．お
わ
り
に 
 

　
本
稿
で
は
、
労
働
政
策
研

究
・
研
修
機
構
が
実
施
し
た

調
査
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
山

崎
（
一
九
九
二
）
の
議
論
を

参
考
に
、
超
過
労
働
の
実
態

に
つ
い
て
調
べ
た
。
具
体
的

に
は
、
超
過
労
働
を
行
っ
た

理
由
や
そ
れ
に
よ
る
心
身
へ

の
影
響
に
つ
い
て
、
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
を
中
心
に
職
種
別

に
検
討
し
た
。 

　
そ
の
結
果
、
超
過
労
働
を

行
っ
た
最
も
大
き
な
理
由
は

仕
事
量
の
多
さ
で
あ
り
、
超

過
労
働
時
間
が
長
く
な
る
に

連
れ
て
、
そ
の
割
合
も
高
く

な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ

の
一
方
で
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ

ー
に
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る

自
発
的
な
仕
事
へ
の
関
わ
り

の
割
合
は
、
超
過
労
働
時
間

が
六
〇
時
間
を
超
え
る
と
低

く
な
っ
た
。 

　
ま
た
、
仕
事
に
よ
る
負
担

感
や
疲
労
感
も
超
過
労
働
時

間
が
長
く
な
る
に
つ
れ
て
増

し
た
。
特
に
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ

ー
に
つ
い
て
は
、
「
会
社
を

離
れ
て
も
仕
事
の
こ
と
が
頭

か
ら
離
れ
ず
開
放
さ
れ
な
い
」

と
い
う
精
神
的
な
巻
き
込
ま
れ
度
が
か
な
り

高
く
な
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。 

　
東
京
労
働
局
が
二
〇
〇
四
年
一
〇
〜
一
一

月
に
実
施
し
た
「
従
業
員
の
健
康
管
理
等
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」（
８
）で
は
、「
一

カ
月
に
一
〇
〇
時
間
を
超
え
る
か
、
二
〜
六

カ
月
を
平
均
し
て
八
〇
時
間
を
超
え
る
時
間

外
・
休
日
労
働
が
あ
る
」
と
す
る
企
業
が
三

八
二
社
、
「
今
後
こ
の
よ
う
な
長
時
間
労
働

を
行
う
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
企
業

が
二
三
八
社
で
、
こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
る
と
回

答
し
た
企
業
の
五
七
・
九
％
と
な
っ
た
。
実

際
に
、
こ
れ
ら
の
企
業
で
ど
の
程
度
の
労
働

者
が
該
当
す
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
か
な

り
多
く
の
労
働
者
が
、
そ
の
よ
う
な
職
務
要

請
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。 

　
長
時
間
労
働
に
よ
る
労
働
者
の
心
身
の
健

康
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
対
人
専
門

職
な
ど
職
種
に
よ
っ
て
多
少
異
な
る
結
果
が

見
ら
れ
た
よ
う
に
、
一
律
に
労
働
時
間
の
管

理
を
厳
し
く
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
職
務
の
内
容
に
合
っ
た
職
場
管
理
が
求
め

ら
れ
る
。 

 

〔
注
〕 

 

１ 

こ
こ
で
は
「
所
定
労
働
時
間
を
超
え
て
働
く
」

と
い
う
意
味
を
よ
り
明
確
に
示
す
た
め
、
一
般
に
よ

く
使
わ
れ
る
「
残
業
」
で
は
な
く
「
超
過
労
働
」
と

い
う
言
葉
を
用
い
、
「
所
定
労
働
時
間
を
超
え
て
働

い
た
時
間
」
は
「
超
過
労
働
時
間
」
と
す
る
。 

　
２ 

よ
り
細
分
化
さ
れ
た
職
種
で
も
分
析
を
行
っ

た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
傾
向
が
似
て
い
た
た
め
、
そ
し
て

分
析
の
便
宜
上
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
い
く
つ
か
ま
と
め

な
お
し
て
使
用
し
て
い
る
。
「
総
務
・
人
事
・
経
理

等
」
と
「
一
般
事
務
・
受
付
・
秘
書
」
が
「
総
務
・

一
般
事
務
等
」、「
営
業
・
販
売
」
と
「
接
客
サ
ー
ビ

ス
」
を
ま
と
め
て
「
営
業
販
売
、
接
客
」、「
調
査
分

析
・
特
許
法
務
な
ど
の
事
務
系
専
門
職
」
と
「
研
究

開
発
・
設
計
・
Ｓ
Ｅ
な
ど
の
技
術
系
専
門
職
」
を
ま

と
め
て
「
事
務
系
・
技
術
系
専
門
職
」、
現
業
系
の

「
現
場
管
理
・
監
督
」、「
製
造
・
生
産
・
建
設
の
作 
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ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
残
業 

　
―
職
種
、業
種
、年
齢
な
ど
で
大
き
な
ば
ら
つ
き 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
副
主
任
研
究
員
　
小
倉
一
哉 

業
」、「
輸
送
・
運
転
」、「
警
備
・
清
掃
」
は
ま
と
め

て
「
製
造
・
生
産
関
連
」
と
し
た
。「
総
務
・
人
事
・

経
理
等
」
と
「
一
般
事
務
・
受
付
・
秘
書
」
で
は
「
総

務
・
人
事
・
経
理
等
」
の
ほ
う
が
超
過
労
働
時
間
が

長
く
、
「
営
業
・
販
売
」
と
「
接
客
サ
ー
ビ
ス
」
で

は
「
営
業
・
販
売
」
の
ほ
う
が
長
い
。 

 

ま
た
、
男
女
別
で
も
分
析
を
行
っ
た
が
、
も
と
も

と
女
性
の
サ
ン
プ
ル
サ
イ
ズ
が
小
さ
く
、
職
種
別
お

よ
び
超
過
労
働
時
間
別
に
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
職

種
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
ほ
と
ん
ど
分
析
で
き
な
く
な
る
と

い
う
便
宜
上
の
理
由
と
、
そ
の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

つ
い
て
は
男
性
と
傾
向
が
似
て
い
た
こ
と
か
ら
、
男

女
別
に
分
け
ず
に
分
析
し
て
い
る
。 

　
３ 

取
り
上
げ
ら
れ
た
五
つ
の
項
目
以
外
の
項
目

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
（
超
過
労
働
を
行
っ
て
い
る

一
九
三
三
を
ベ
ー
ス
と
し
た
）
に
占
め
る
割
合
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
事
業
活
動
の
繁
閑
の
差
が

大
き
い
か
ら
」（
一
七
・
四
％
）、「
仕
事
の
進
め
方
に

ム
ダ
が
多
く
、
ダ
ラ
ダ
ラ
残
業
が
あ
る
か
ら
」（
五
・

五
％
）、「
残
業
手
当
や
休
日
手
当
を
増
や
し
た
い
か

ら
」（
四
・
九
％
）、「
業
績
手
当
な
ど
を
増
や
し
た
い

か
ら
」（
一
・
二
％
）、「
上
司
や
仲
間
が
残
業
し
て
い

る
の
で
、
先
に
帰
り
づ
ら
い
か
ら
」（
一
三
・
五
％
）、

「
残
業
が
評
価
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
査
定
に
影
響

す
る
か
ら
」（
二
・
七
％
）、「
定
時
で
帰
る
よ
り
働
い

て
帰
る
方
が
楽
し
い
か
ら
」（
一
・
三
％
）、「
そ
の
他
」

（
四
・
八
％
）、
そ
し
て
無
回
答
は
〇
・
三
％
で
あ

っ
た
。
三
つ
ま
で
の
選
択
に
よ
る
複
数
回
答
。 

 

４ 

例
え
ば
、
宗
像
恒
次
（
一
九
九
一
）
『
ス
ト

レ
ス
解
消
学
』
小
学
館
。 

 

５ 

「
尽
力
し
、
認
め
ら
れ
た
い
」
の
割
合
が
高

い
の
は
「
営
業
・
販
売
」
で
、
「
特
に
思
い
入
れ
は

な
い
」
の
割
合
が
高
い
の
は
「
接
客
サ
ー
ビ
ス
」
。 

 

６ 

「
人
並
み
に
会
社
の
た
め
に
な
る
」
の
割
合

が
高
い
の
は
「
一
般
事
務
・
受
付
・
秘
書
」
で
、
「
総

務
・
人
事
・
経
理
等
」
は
「
尽
力
し
、
認
め
ら
れ
た

い
」
の
割
合
が
高
い
。 

 

７ 

詳
し
く
は
、
藤
本
（
二
〇
〇
五
）
を
参
照

。 
 

８ 

都
内
に
本
社
を
置
く
従
業
員
規
模
三
〇
〇
人

以
上
の
企
業
が
対
象
。
有
効
回
答
数
は
一
〇
七
一
社

（
日
本
労
政
調
査
会
、
二
〇
〇
五
）。 

【
参
考
文
献
】 

 

藤
本
隆
史
（
二
〇
〇
五
）
「
長
時
間
労
働
が
労
働

者
に
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ぼ
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影
響
」
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
「
日

本
の
長
時
間
労
働
・
不
払
い
労
働
時
間
の
実
態
と
実

証
分
析
」
労
働
政
策
研
究
報
告
書N

o.22

、p.34

―

68

。 
 

日
本
労
政
調
査
会
（
二
〇
〇
五
）
「
長
時
間
労
働

あ
る
企
業
が
過
半
数
に
―
東
京
労
働
局
『
従
業
員
の

健
康
管
理
等
ア
ン
ケ
ー
ト
』」
労
経
フ
ァ
イ
ル
　398

、

p.26

―36

。 
 

山
崎
喜
比
古
（
一
九
九
二
）
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

に
み
る
疲
労
・
ス
ト
レ
ス
の
増
大
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
」
『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』N

o.389

、p.2

―19

。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉 

藤
本
隆
史
（
ふ
じ
も
と
・
た
か
し
） 

 

社
会
学
専
攻
。
関
心
分
野
は
、
社
会
心
理

学
、
社
会
関
係
論
、
非
営
利
組
織
活
動
な
ど
。

最
近
の
著
作
は
、
「
非
典
型
雇
用
労
働
者
の

多
様
な
就
業
実
態
」
『
非
典
型
雇
用
労
働
者

の
多
様
な
就
業
実
態
―
「
就
業
形
態
の
多
様

化
に
関
す
る
総
合
実
態
調
査
等
に
よ
る
実
証

分
析
―
」
』
日
本
労
働
研
究
機
構 

調
査
研

究
報
告
書 N

o.158

、pp.10-38

（
岩
田
克
彦

と
の
共
同
執
筆
）
な
ど
。 

 

　
１
．は
じ
め
に 

 

　 
 

前
稿
で
も
紹
介
さ
れ
た
「
労
働
時
間
の
実

態
と
意
識
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
は
、

い
わ
ゆ
る
「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」
に
つ
い
て
も

質
問
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
調
査
結
果
か

ら
見
え
て
き
た
「
サ
ー
ビ
ス
残
業
（
不
払
い

労
働
時
間
）
」
の
問
題
が
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー

よ
り
も
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
に
深
刻
で
あ
る
と

い
う
現
状
を
紹
介
す
る
。 

 

「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」
と
一
般
的
に
言
わ
れ

る
が
、
こ
の
言
葉
の
中
に
は
、
「
労
働
者
が

自
ら
好
ん
で
残
業
手
当
の
支
払
わ
れ
な
い
残

業
を
し
て
い
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含

ま
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
「
サ

ー
ビ
ス
」
の
部
分
が
ま
っ
た
く
な
い
と
は
思

わ
な
い
が
、
実
態
と
し
て
は
多
く
の
労
働
者

の
「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」
は
、
「
仕
方
な
く
」

や
っ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
筆
者
な
ど
は
「
所
定
を
超
え
る
残
業
等

の
労
働
時
間
の
う
ち
、
時
間
外
割
増
賃
金
が

支
給
さ
れ
る
べ
き
労
働
時
間
で
あ
り
な
が
ら
、

実
際
に
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
」
と
い
う

意
味
で
、
「
不
払
い
労
働
時
間
」
と
主
張
し

て
い
る
。 

 

「
不
払
い
労
働
時
間
」
は
、
法
定
労
働
時

間
を
一
時
間
で
も
超
え
る
残
業
等
が
あ
れ
ば
、

発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
反
対
に
、
残
業

等
の
時
間
が
か
な
り
長
く
て
も
、
こ
の
時
間

に
対
し
て
す
べ
て
割
増
手
当
等
が
支
給
さ
れ

て
い
れ
ば
、
不
払
い
労
働
時
間
が
「
０
」
と

な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
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で
、
長
時
間
労
働
と
は
異
な
る
概
念
で
も
あ

る
。
し
か
し
実
際
の
調
査
デ
ー
タ
を
見
て
も
、

長
時
間
労
働
と
不
払
い
労
働
時
間
は
正
比
例

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
残
業
な
ど
が
多
い
人

ほ
ど
、
不
払
い
労
働
時
間
も
長
い
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
通
常
の
割
増
賃
金
の
支
給
対
象
者

で
は
な
い
管
理
職
層
や
み
な
し
労
働
時
間
の

適
用
労
働
者
（
営
業
職
や
裁
量
労
働
制
の
適

用
労
働
者
）
で
あ
っ
て
も
、
管
理
職
手
当
や

営
業
手
当
、
裁
量
労
働
手
当
な
ど
、
何
ら
か

の
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

れ
ら
を
所
定
労
働
時
間
を
超
え
た
部
分
に
対

す
る
補
償
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
（
１
）。

し
か
し
な
が
ら
、
通
常
の
割
増
賃
金
の
支
給

対
象
者
と
問
題
の
す
べ
て
が
同
一
で
は
な
い

た
め
、
一
緒
に
分
析
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
た
が
っ
て
、
特
に
管
理
職
層
の
場
合
は
、

主
た
る
分
析
対
象
と
は
し
て
い
な
い（
２
）。 

  

　
２
．男
女
別
・
職
種
別
に
見
た 

　
　 

不
払
い
労
働
時
間 

 

　 
 

第
１
表
は
、
不
払
い
労
働
時
間
を
男
女
別
・

職
種
別
に
見
た
も
の
で
あ
る
。
男
性
で
は
、

不
払
い
労
働
時
間
が
「
０
時
間
」
の
比
率
は
、

「
警
備
・
清
掃
」（
六
三
・
六
％
）、「
製
造
・

生
産
・
建
設
の
作
業
」（
五
九
・
九
％
）
な
ど

で
多
い
。
こ
れ
ら
の
職
種
は
、
不
払
い
労
働

時
間
を
し
て
い
な
い
人
が
他
の
職
種
よ
り
も

多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
反
対
に
、

「
医
療
・
教
育
関
係
の
専
門
職
」（
二
五
・
〇

％
）、「
営
業
・
販
売
」（
二
七
・
六
％
）
で
は

七
割
以
上
の
人
が
不
払
い
労
働
時
間
を
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
０
時
間
」
を

除
い
た
不
払
い
労
働
時
間
の
平
均
値
で
は
、

「
営
業
・
販
売
」（
五
〇
・
七
時
間
）、「
医
療
・

教
育
関
係
の
専
門
職
」（
四
八
・
六
時
間
）、

「
調
査
分
析
・
特
許
法
務
な
ど
の
事
務
系
専

門
職
」（
四
四
・
二
時
間
）
な
ど
が
長
い
。
女

性
の
場
合
も
、
「
０
時
間
」
の
比
率
に
関

し
て
は
「
製
造
・
生
産
・
建
設
の
作
業
」

で
多
く
、
「
営

業
・
販
売
」
や

「
医
療
・
教
育

関
係
の
専
門
職
」

で
少
な
い
。
ま

た
「
０
時
間
」

を
除
い
た
平
均

値
で
は
、
「
医

療
・
教
育
関
係

の
専
門
職
」（
四

六
・
七
時
間
）、

「
研
究
開
発
・

設
計
・
Ｓ
Ｅ
な

ど
の
技
術
系
専

門
職
」（
三
五
・

九
時
間
）
な
ど

が
比
較
的
長
い
。

こ
の
よ
う
に
、

男
女
と
も
、
製

造
現
場
な
ど
の

ブ
ル
ー
カ
ラ
ー

職
場
で
は
不
払

い
労
働
時
間
は

あ
ま
り
多
く
な

く
、
営
業
・
販

売
や
一
部
の
専

門
職
で
は
多
い

と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。
つ
ま

り
、
ブ
ル
ー
カ

ラ
ー
よ
り
も
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

職
場
の
ほ
う
が

「
不
払
い
労
働

時
間
」
が
た
く

さ
ん
あ
る
の
だ
。 

   

３

．不
払
い
労
働
時
間
に 

　
　 

影
響
す
る
要
因 

 

　
で
は
不
払
い
労
働
時
間
に
は
ど
の
よ
う
な

属
性
・
要
因
が
影
響
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
　

こ
こ
で
は
、
調
査
研
究
の
成
果
か
ら
、
あ
ら

か
じ
め
ク
ロ
ス
集
計
の
結
果
等
か
ら
不
払
い

労
働
時
間
に
影
響
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
諸
属
性
を
独
立
変
数
と
し
た
重
回
帰

分
析
の
結
果
を
紹
介
す
る（
３
）。 

 

実
際
の
分
析
で
は
、
相
関
関
係
の
強
い
独

立
変
数
間
（
年
齢
と
勤
続
年
数
な
ど
）
の
影

響
を
除
去
す
る
た
め
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
六
種

類
の
方
法
で
推
計
し
た
。
第
１
図
は
、
そ
れ

ら
の
分
析
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
従

属
変
数
＝
被
説
明
変
数
を
「
不
払
い
労
働
時

間
」
と
し
、
独
立
変
数
＝
説
明
変
数
に
は
、

年
齢
、
勤
続
年
数
、
学
歴
、
勤
務
先
の
業
種
、

勤
務
先
の
従
業
員
規
模
、
勤
務
先
の
経
営
状

況
、
勤
務
先
の
従
業
員
数
変
化
、
職
種
、
労

働
組
合
の
有
無
、
労
働
組
合
へ
の
加
入
、
年

収
、
勤
務
時
間
制
度
、
勤
務
時
間
管
理
方
法
、

二
〇
〇
四
年
六
月
の
総
労
働
時
間
、
二
〇
〇

四
年
六
月
の
超
過
労
働
時
間
＝
不
払
い
労
働

時
間
も
含
む
、
超
過
勤
務
手
当
等
支
給
時
間
、

超
過
勤
務
手
当
等
不
支
給
の
理
由
、
労
働
時

間
の
増
減
、
労
働
時
間
に
対
す
る
考
え
、
長

時
間
・
残
業
対
策
の
有
無
を
使
用
し
た
）。 

　
男
女
の
共
通
点
は
、
不
払
い
労
働
時
間
を

長
く
す
る
要
因
で
は
、
総
労
働
時
間
、
超
過

労
働
時
間
、
超
過
勤
務
手
当
等
不
支
給
の
理

由
「
実
際
の
残
業
時
間
に
関
係
な
く
定
額
支

給
だ
か
ら
」、
労
働
時
間
に
対
す
る
考
え
「
も

っ
と
短
く
し
た
い
」
で
あ
っ
た
。
反
対
に
、

不
払
い
労
働
時
間
を
短
く
す
る
要
因
で
は
、

超
過
勤
務
手
当
等
支
給
時
間
、
超
過
勤
務
手

当
等
不
支
給
の
理
由
「
法
定
労
働
時
間
内
だ 
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か
ら
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
男

女
と
も
、
労
働
時
間
の
絶
対
量
が
多
く
、
所

定
労
働
時
間
を
超
え
た
労
働
時
間
が
長
く
、

さ
ら
に
超
過
勤
務
手
当
な
ど
が
不
支
給
で
あ

る
ほ
ど
、
不
払
い
労
働
時
間
も
長
い
と
い
う

当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
男

女
の
相
違
点
を
見
る
と
、
政
策
的
に
も
意
味

の
あ
る
結
果
が
出
て
い
る
。 

　
男
性
で
は
、
年
齢
が
高
く
勤
続
年
数
が
多

い
ほ
ど
、
不
払
い
労
働
時
間
が
短
い
。
今
回

の
分
析
か
ら
は
管
理
職
は
除
外
さ
れ
て
い
る

の
で
、
管
理
職
の
影
響
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

労
働
時
間
管
理
の
対
象

で
あ
る
男
性
労
働
者
層

で
は
、
高
年
層
よ
り
も

壮
年
層
、
若
年
層
の
ほ

う
で
不
払
い
労
働
時
間

が
長
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
働
き
盛
り
の
年

齢
層
で
の
不
払
い
労
働

時
間
の
長
さ
を
示
唆
す

る
結
果
で
あ
る
。 

 

勤
務
先
の
業
種
で
は

「
卸
・
小
売
業
、
飲
食

店
」
と
「
公
務
」
で
不

払
い
労
働
時
間
が
長
い
。

前
者
は
、
営
業
日
や
営

業
時
間
の
関
係
で
長
時

間
労
働
が
常
態
化
し
て

い
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
ま
た
後
者
は
、

業
務
量
の
変
動
に
対
し

て
人
員
等
を
機
動
的
に

変
動
さ
せ
る
こ
と
が
難

し
い
と
い
う
事
情
が
あ

る
が
、
加
え
て
近
年
の

財
政
事
情
の
悪
化
に
伴

い
人
件
費
の
圧
縮
、
定

員
の
抑
制
傾
向
が
強
ま

っ
て
お
り
、
既
存
の
職

員
の
不
払
い
労
働
時
間

が
長
く
な
っ
て
い
る
と

い
う
現
状
を
想
像
さ
せ

る
。 

 

職
種
の
「
営
業
・
販

売
、
接
客
」
は
、
男
性

で
は
「
接
客
」
よ
り
も
「
営
業
・
販
売
」
の

ほ
う
が
多
い
た
め
、
実
際
に
は
「
営
業
・
販

売
」
の
仕
事
に
就
い
て
い
る
男
性
の
不
払
い

労
働
時
間
が
長
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
営

業
日
や
勤
務
時
間
な
ど
が
顧
客
優
先
に
な
っ

て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
過
重
な
業
務
量
が
背

景
に
あ
る
こ
と
な
ど
が
示
唆
さ
れ
る
。
反
対

に
「
製
造
・
生
産
関
連
」
で
短
い
と
い
う
の

は
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
は
相
対
的
に
不
払
い
労

働
が
発
生
し
に
く
い
労
働
時
間
管
理
の
下
に

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
業
種
や
職
種
に
よ
る
相
違
は
、
様
々

な
属
性
の
影
響
を
一
定
に
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）

し
た
上
で
も
、
不
払
い
労
働
時
間
は
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
職
場
の
ほ
う
が
長
い
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。 

　
ま
た
他
方
で
は
、
勤
務
時
間
管
理
方
法
な

ど
で
も
相
違
が
あ
っ
た
。
勤
務
時
間
制
度
で

「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
」
と
「
交
替
制
」
の

場
合
、
不
払
い
労
働
時
間
は
短
く
、
さ
ら
に

出
退
勤
管
理
方
法
で
は
、
「
各
自
の
Ｉ
Ｄ
カ

ー
ド
で
管
理
」
で
短
く
、
「
名
札
や
ホ
ワ
イ

ト
ボ
ー
ド
へ
の
記
入
」
や
「
特
に
な
い
」
で

長
い
。
お
そ
ら
く
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
や

交
替
制
の
場
合
、
出
退
勤
管
理
に
つ
い
て
も

比
較
的
正
確
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
ま
た
、
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
で
管
理
す
る

こ
と
も
、
勤
務
時
間
の
把
握
を
よ
り
厳
密
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
労
働

時
間
の
管
理
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
不

払
い
労
働
時
間
を
短
く
す
る
効
果
が
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
も
、
労
働

時
間
管
理
の
方
法
が
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
よ
り
緩

慢
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

職
場
で
不
払
い
労
働
時
間
が
長
い
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、

労
働
時
間
の
管
理
方
法
が
曖
昧
で
な
け
れ
ば
、

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
も
不
払
い
労
働
時
間
は
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少
な
く
な
る
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。 

　
さ
ら
に
男
性
の
結
果
で
は
、
長
時
間
労
働
・

サ
ー
ビ
ス
残
業
対
策
と
し
て
の
「
ノ
ー
残
業

デ
ー
の
実
施
」
や
「
実
労
働
時
間
の
把
握
と

長
時
間
労
働
の
者
や
そ
の
上
司
へ
の
注
意
・

助
言
」
が
不
払
い
労
働
時
間
を
短
く
す
る
要

因
で
あ
っ
た
。
安
定
的
な
推
計
結
果
を
示
し

た
の
は
後
者
（
注
意
・
助
言
）
で
あ
る
が
、

ノ
ー
残
業
デ
ー
も
や
ら
な
い
よ
り
は
や
っ
た

ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
長
時
間
労
働
の
実
態
把
握
と
注
意
・
助

言
と
い
う
直
接
的
な
対
策
は
、
実
際
に
不
払

い
労
働
時
間
を
短
く
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。

こ
の
点
も
、
個
別
企
業
の
労
務
管
理
手
法
に

対
し
て
大
い
に
示
唆
し
て
い
る
。 

　
他
方
、
女
性
の
結
果
で
男
性
と
相
違
す
る

点
を
見
る
と
、
第
一
に
勤
務
先
の
業
種
で
「
サ

ー
ビ
ス
業
」
が
挙
げ

ら
れ
る
。
サ
ー
ビ
ス

業
に
従
事
す
る
女
性

は
、
不
払
い
労
働
時

間
が
長
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が
、
「
サ

ー
ビ
ス
業
」
の
よ
り

詳
細
な
業
種
・
業
態

が
不
明
な
の
で
、
正

確
な
こ
と
を
指
摘
す

る
の
は
難
し
い
。
し

か
し
、
対
顧
客
の
産

業
・
職
業
と
い
う
意

味
で
は
、
男
性
の
「
卸
・

小
売
業
、
飲
食
店
」

や
「
営
業
・
販
売
、

接
客
」
と
も
共
通
す

る
点
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
営
業
日
や
営
業

時
間
が
長
く
、
顧
客

優
先
の
勤
務
時
間
に

な
っ
て
い
る
可
能
性

が
指
摘
で
き
る
。 

 

女
性
の
「
専
門
職
」

で
不
払
い
労
働
時
間

が
長
い
。
女
性
の
「
専

門
職
」
は
細
分
類
で

は
「
医
療
・
教
育
関

係
の
専
門
職
」
が
多

く
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
結
果
は
、
看
護

師
や
教
員
な
ど
の
職
種
で
不
払
い
労
働
時
間

が
長
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
女
性
に
関
す
る
結
果
も
、
男
性

同
様
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
よ
り
も
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
で
不
払
い
労
働
時
間
が
長
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
女
性
の
場
合
、
勤
務
時
間
制
度
で

「
裁
量
労
働
制
・
み
な
し
労
働
」
が
適
用
さ

れ
て
い
る
労
働
者
の
不
払
い
労
働
時
間
が
長

い
。
注
記
し
た
よ
う
に
法
律
上
の
「
み
な
し

労
働
時
間
」
が
適
用
さ
れ
て
い
て
も
、
一
定

の
超
過
勤
務
手
当
は
支
給
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
「
み
な
し
労

働
時
間
」
の
適
用
労
働
者
や
裁
量
労
働
制
で

働
い
て
い
る
人
の
場
合
、
「
み
な
し
労
働
時

間
」
を
超
え
て
働
い
て
い
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
時
間
分
が
不
払
い
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
今
回
は
こ
れ
以
上

の
こ
と
を
分
析
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
後
、

重
要
な
政
策
課
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
の
ほ
か
、
女
性
の
特
徴
と
し
て
、
超
過

勤
務
手
当
等
不
支
給
の
理
由
で
「
成
果
を
出

す
た
め
に
手
当
を
申
請
し
て
な
い
か
ら
」
を

選
択
し
て
い
る
場
合
に
、
不
払
い
労
働
時
間

が
長
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
、

男
性
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
り
、
女

性
の
ほ
う
が
い
わ
ゆ
る
「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」

を
自
ら
選
択
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て

い
る
。
今
回
の
調
査
対
象
に
は
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
等
の
非
正
社
員
は
含
ま
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
正
社
員
で
あ
る
女
性
の
ほ

う
が
、
男
性
よ
り
も
あ
る
意
味
で
は
「
積
極

的
に
」
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ

と
は
、
必
ず
し
も
女
性
の
ほ
う
が
不
払
い
労

働
を
好
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
不
払
い
労
働
を
し
て
で
も
成
果
を

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
あ
る
種

の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
、
女
性
に
対
し
て
よ
り

強
く
表
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
残
念
な

が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
深
い
分
析
に

耐
え
ら
れ
る
調
査
デ
ー
タ
と
は
な
っ
て
い
な

い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。 

    

４

．お
わ
り
に 

 

　
以
上
の
よ
う
に
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
が
行
っ
た

調
査
に
よ
れ
ば
、
不
払
い
労
働
時
間
は
す
べ

て
の
労
働
者
に
ま
ん
べ
ん
な
く
存
在
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
職
種
、
業
種
、
年
齢
、
勤

務
時
間
管
理
方
法
な
ど
に
お
い
て
か
な
り
決

ま
っ
た
範
囲
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
特
に
今
回
は
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
を
中
心
に
そ
の
動
向
を
見
て
み
た
が
、

ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
職
場
よ
り
も
明
ら
か
に
不
払

い
労
働
時
間
が
長
い
。
こ
れ
に
は
労
働
時
間

管
理
が
厳
格
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性

が
あ
る
ほ
か
、
対
顧
客
中
心
の
勤
務
実
態
に

な
っ
て
い
る
な
ど
の
問
題
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
一
〇
年
間
ほ
ど
、
非
正
社
員
の
増
加
と

と
も
に
、
働
き
盛
り
の
労
働
者
の
労
働
時
間

が
長
く
な
っ
て
い
る
。
企
業
の
中
核
と
し
て

働
く
労
働
者
が
相
対
的
に
少
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
同
時
に
成
果
主
義

の
導
入
も
目
立
っ
て
き
た
。
成
果
主
義
に
基

づ
く
人
事
制
度
は
、
そ
の
導
入
当
初
は
人
件

費
抑
制
が
最
大
の
目
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
今
後
は
っ
き
り
と
し

た
好
況
に
な
っ
て
も
、
成
果
主
義
と
い
う
人

事
制
度
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
人

件
費
抑
制
の
効
果
は
か
な
り
あ
っ
た
の
だ
か

ら
。
今
後
は
、
す
で
に
進
行
し
て
い
る
労
働

者
の
役
割
の
階
層
化
（
企
業
の
中
核
社
員
、

専
門
職
、
補
助
的
な
業
務
）
が
よ
り
一
層
進 
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む
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
核
社

員
や
一
部
の
専
門
職
と
い
っ
た
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
の
長
時
間
労
働
・
不
払
い
労
働
も
簡
単

に
は
な
く
な
ら
な
い
。 

 

不
払
い
労
働
ま
で
し
て
が
ん
ば
れ
ば
収
入

も
増
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
今

回
の
分
析
結
果
か
ら
は
、
不
払
い
労
働
時
間

と
収
入
の
因
果
関
係
は
な
か
っ
た
。
今
回
分

か
っ
た
こ
と
は
、
採
用
抑
制
や
人
件
費
抑
制

の
中
で
、
働
き
盛
り
の
労
働
者
、
特
に
ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー
職
場
の
人
た
ち
の
不
払
い
労
働

が
相
当
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
短
時

間
で
顕
著
な
成
果
を
出
す
人
は
、
ほ
と
ん
ど

い
な
い
。
全
部
と
は
言
え
な
い
が
無
視
で
き

な
い
数
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、
不
払
い
労
働

ま
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
な
の
で
あ

る
。 

 

〔
注
〕 

 

１
　
労
働
基
準
法
四
一
条
で
は
、
管
理
監
督
者
に

対
す
る
労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
の
適
用
除
外
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
深
夜
業
に
関
す
る
規
制

は
除
外
さ
れ
な
い
。
ま
た
同
法
三
八
条
の
み
な
し
労

働
時
間
が
適
用
さ
れ
て
い
て
も
、
「
み
な
し
労
働
時

間
」
そ
の
も
の
が
法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
い
る
場

合
は
割
増
賃
金
の
支
給
対
象
と
な
り
、
さ
ら
に
み
な

し
労
働
時
間
の
適
用
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
休
日
労

働
や
深
夜
業
の
規
制
対
象
と
な
る
（
菅
野
和
夫
（
二

〇
〇
五
）『
労
働
法（
第
７
版
）』
弘
文
堂
、pp.243-

244, p.278.

）。
し
か
し
な
が
ら
実
態
と
し
て
は
、
裁

量
労
働
制
を
導
入
す
る
際
に
、
適
用
対
象
者
の
そ
れ

ま
で
の
平
均
的
な
時
間
外
労
働
分
を
裁
量
労
働
手
当

な
ど
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

２
　 

調
査
票
の
回
答
か
ら
「
課
長
ク
ラ
ス
」、「
部

長
ク
ラ
ス
」、「
そ
の
他（
役
員
等
）」
を
除
外
し
た
。

さ
ら
に
、
課
長
未
満
の
「
一
般
社
員
」
と
「
係
長
・

主
任
」
に
つ
い
て
も
、
勤
務
時
間
制
度
に
関
す
る
質

問
で
、
「
裁
量
労
働
制
・
み
な
し
労
働
」
及
び
「
時

間
管
理
な
し
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
い

て
は
、
注1

で
述
べ
た
よ
う
に
、
労
基
法
の
み
な
し

労
働
時
間
が
適
用
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
み
な
し

労
働
時
間
そ
の
も
の
が
法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
い

る
場
合
や
、
ま
た
休
日
労
働
や
深
夜
業
に
対
し
て
は

支
給
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
超
過
勤
務
手

当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
、
管
理
職
よ
り
は

高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
裁
量
労
働

制
・
み
な
し
労
働
」
の
場
合
は
、
不
払
い
労
働
時
間

の
分
析
対
象
に
含
め
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
課

長
未
満
の
場
合
の
「
時
間
管
理
な
し
」
に
つ
い
て
は
、

「
裁
量
労
働
制
・
み
な
し
労
働
」
で
も
な
く
、
時
間

管
理
も
さ
れ
て
い
な
い
の
に
超
過
勤
務
手
当
等
の
支

給
時
間
が
わ
か
る
と
い
う
矛
盾
し
た
回
答
が
い
く
つ

か
見
受
け
ら
れ
た
。
出
勤
時
刻
、
退
勤
時
刻
が
自
己

申
告
制
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
等
が
該
当
す
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
職
場
と
し
て
は
勤
務
時

間
が
定
め
ら
れ
て
い
て
も
、
自
己
申
告
制
の
た
め
、

労
働
者
か
ら
は
「
時
間
管
理
な
し
」
と
認
識
さ
れ
た

ケ
ー
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
幸
い
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

な
い
（
七
六
件
）
こ
と
、
及
び
平
均
値
に
与
え
る
影

響
を
考
慮
し
て
、
除
外
し
た
。 

 

３
　
詳
し
く
は
、
小
倉
一
哉
（
二
〇
〇
五
）
「
第

３
章
　
不
払
い
労
働
時
間
に
関
す
る
分
析
」
労
働
政

策
研
究
・
研
修
機
構
『
日
本
の
長
時
間
労
働
・
不
払

い
労
働
時
間
の
実
態
と
実
証
分
析
』
労
働
政
策
研
究

報
告
書N

o.22

を
参
照
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉 

小
倉
一
哉
（
お
ぐ
ら
・
か
ず
や
） 

 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
副
主
任
研
究

員
。
早
稲
田
大
学
博
士（
商
学
）。主
な
著
書
・

論
文
に
、
「
日
本
人
の
年
休
取
得
行
動
―
年

次
有
給
休
暇
に
関
す
る
経
済
分
析
」（
日
本
労

働
研
究
機
構
研
究
双
書
、
二
〇
〇
三
年
）、

「
欧
州
に
お
け
る
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の

現
状
―
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
を

中
心
に
」（
日
本
労
働
研
究
機
構
労
働
政
策
レ

ポ
ー
ト
Ｖ
ｏ
ｌ
．
１
）
な
ど
。
労
働
経
済
学

専
攻
。 

特集 ＝ 「男女雇用平等と均等法」 

「たしかな第三ステージを築くために」 

均等法の現状と課題 
　―男女雇用機会均等政策研究会報告書を素材にして 

男女の雇用格差と賃金格差 

間接差別法理の内容と適用可能性 

企業表彰が株価・人気ランキングに与える影響 
　―均等推進とファミリー・フレンドリーの市場評価 

自己雇用という働き方の現状と可能性 
　　―暗い「今」と明るい「兆し」 

東京電力におけるポジティブ・アクションの取り組み 
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中村圭介著 
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国民生活金融公庫総合研究所編 
『自営業再考―自ら働く場を創出する「自己雇用者」』 

ボテロ他 
「労働市場規制の強さは法の起源で決められている」 

育児による勤務時間短縮 
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相澤美智子 
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脇坂　　明 
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538 MAY 20055特集 ＝ 「スポーツと労働」 
「プロ野球とストライキ」 
プロ野球と労働市場 
メジャーリーグ（MLB）におけるプロ選手の法的地位 
プロスポーツ選手の労働者性 
プロ野球監督の能力 
「アイスホッケーにみる人材育成と企業経営」 
サッカーと労働 
大相撲の報酬制度に学ぶ 
ゴルフの経済学 
スーパースターの経済学 
企業がスポーツ・チームを持つべきか 
体育会系の能力 
スポーツとジェンダー 

「スポーツエージェントビジネスの奥にあるもの」 
「キャリアトランジション」 
　－スポーツ選手のセカンドキャリア教育 
「プロスポーツ選手」と子供の職業認知 
サッカーボールに込められた願い 
西谷敏著 
『規制が支える自己決定－労働法規制システムの再構築』 
高橋賢司著『成果主義賃金の研究』 
中村圭介・前浦穂高著 
『行政サービスの決定と自治体労使関係』 
日本経済新聞社編『働くということ』 
労働文献目録 
 

花見　忠／石嵜信憲 

橘木　俊詔 

川井　圭司 

永野　秀雄 

大竹文雄・安井健悟 

中野克彦／藤村博之 

小池　和男 

中島　隆信 

勇上　和史 

大橋　勇雄 

佐々木　勝 

松繁　寿和 

笹沼　朋子 

次原悦子／守島基博 

田中ウルヴェ京 

下村　英雄 

逢見　直人 

大内　伸哉 

藤内　和公 

村松　岐夫 

浅川　正健 

労働政策研究・研修機構 
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